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１【提出理由】

　平成28年３月25日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年３月25日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

(1)資本準備金の額の減少の内容

①資本準備金の額1,791,308,274円のうち1,783,010,505円を減少し、その全額をその他資本剰余金

に振り替えるものであります。

②資本準備金の額の減少が効力を生じる日　　平成28年４月29日

(2)利益準備金の額の減少の内容

①利益準備金の額34,000,000円の全額を減少し、その全額を繰越利益剰余金に振り替えるものであ

ります。

②利益準備金の額の減少が効力を生じる日　　平成28年４月29日

(3)剰余金の処分の内容

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　　1,783,010,505円

別途積立金　　　　　　320,000,000円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　2,103,010,505円

③剰余金の処分が効力を生じる日　　平成28年４月29日

 

第２号議案　定款一部変更の件

(1)監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監

査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

(2)責任限定契約を締結できる役員の範囲が社外取締役から非業務執行取締役まで広がったことから現

行定款第25条第２項（取締役の責任免除）の変更を行うものであります。

(3)上記条文の新設等に伴い、条数を変更するものであります。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として呉文偉及び小坂竜義の各氏を選任するものであり

ます。

 

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として張平、東和雄及び永田達也の各氏を選任するものであります。

 

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額250,000千円以内とするものでありま

す。

 

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内とするものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項
賛成
（個）

反対
（個）

棄権
（個）

可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 81,153 362 0 （注）３ 可決　（96.36％）

第２号議案 81,291 224 0 （注）１ 可決　（96.53％）

第３号議案    

（注）２

 

　　　呉　文偉 81,172 343 0 可決　（96.39％）

　　　小坂　竜義 81,273 242 0 可決　（96.50％）

第４号議案    

（注）２

 

　　　張　平 81,234 281 0 可決　（96.46％）

　　　東　和雄 81,253 262 0 可決　（96.48％）

　　　永田　達也 81,251 264 0 可決　（96.48％）

第５号議案 81,240 275 0 （注）３ 可決　（96.47％）

第６号議案 81,232 283 0 （注）３ 可決　（96.46％）

（注）１　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の３分の２以上の賛成によります。

　　　２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成によります。

　　　３　出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　　　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により

各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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